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規 則 
 

 亀岡市臨時的任用職員取扱規則及び亀岡市非

常勤職員取扱規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

 

   平成３１年１月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第１号 

 

亀岡市臨時的任用職員取扱規則及

び亀岡市非常勤職員取扱規則の一

部を改正する規則 

 

（亀岡市臨時的任用職員取扱規則の一部改正） 

第１条 亀岡市臨時的任用職員取扱規則（平成

８年亀岡市規則第８号）の一部を次のように

改正する。 

 第２０条第１項中第１１号を第１２号とし、

第１０号の次に次の１号を加える。 

⑾ 臨時的任用職員が結婚する場合で、結

婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認

められる行事等のため勤務しないことが

相当であると認められるとき 連続する

５日の範囲内の期間 

 第２１条第４項中「任用を更新する場合、

第１項及び第２項の規定により付与した日数

のうち、その残日数を」を「２０日を限度と

して、次の任用期間に」に改める。 

         「        

 

 別記第２号様式中         を 

 

                 」 

「 

 

               に改める。 

 

              」 

 （亀岡市非常勤職員取扱規則の一部改正） 

第２条 亀岡市非常勤職員取扱規則（平成８年

亀岡市規則第９号）の一部を次のように改正

する。 

 第１７条第１項中第１１号を第１２号とし、

第１０号の次に次の１号を加える。 

⑾ 非常勤職員が結婚する場合で、結婚式、

旅行その他の結婚に伴い必要と認められ

る行事等のため勤務しないことが相当で

あると認められるとき 連続する５日の

範囲内の期間 

 第１８条第２項中「のうち、その残日数

を」を「を限度として」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

繰 越 日 数 

 

    日 

繰 越 日 数 繰越時間数 

    日    時間 

    日    時間 
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告 示 
 

 亀岡市告示第１号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市環境市民部保険医療課におい

て保管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   平成３１年１月８日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類等 

 送達する書類 
送達を受けるべき者 

住     所 氏 名 

1 督促状 
平成30年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

2 督促状 
平成30年度 
第6期 

国民健康保険料 省略 省略 

3 督促状 
平成30年度 
第6期 

国民健康保険料 省略 省略 

4 督促状 
平成30年度 
第6期 

国民健康保険料 省略 省略 

5 督促状 
平成30年度 
第6期 

国民健康保険料 省略 省略 

6 督促状 
平成30年度 
第6期 

国民健康保険料 省略 省略 

7 督促状 
平成30年度 
第6期 

国民健康保険料 省略 省略 

8 督促状 
平成30年度 
第6期 

国民健康保険料 省略 省略 

9 督促状 
平成30年度 
第6期 

国民健康保険料 省略 省略 

10 督促状 
平成30年度 
第5期 

国民健康保険料 省略 省略 

11 督促状 
平成30年度 
第6期 

国民健康保険料 省略 省略 

 

２ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第２号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市総務部税務課において保

管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付

する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   平成３１年１月９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

督促状 平成３０年度 第４期 市府民税 

２ 送達を受けるべき者 

住 所  省略 

 

氏 名  省略 

３ この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日

から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第３号 

 

 亀岡市路上喫煙の規制に関する条例（平成 

３０年亀岡市条例第３４号）第５条第１項の規

定により路上喫煙禁止区域を指定したので、同

条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 

   平成３１年１月１５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

１ 路上喫煙禁止区域の指定 

 路上喫煙禁止区域については、次に掲げる

とおりとする。ただし、道路交通法（昭和 

３５年法律第１０５号。以下「法」とい

う。）第２条第１項第９号に規定する自動車

（法第３条に規定する大型自動二輪車及び普

通自動二輪車を除く。）の車内及び道路等を

管理する権限を有する者が喫煙することがで

きる場所として指定した場所を除く。 

⑴ ＪＲ亀岡駅周辺区域 

⑵ ＪＲ馬堀駅周辺区域 

⑶ ＪＲ並河駅周辺区域 

⑷ ＪＲ千代川駅周辺区域 

⑸ トロッコ亀岡駅周辺区域 

２ 路上喫煙禁止区域の場所 

別紙のとおり 

３ 実施期日 

平成３１年１月１５日 
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「掲示済」 

 

 

路上喫煙禁止区域

ＪＲ亀岡駅周辺区域 

ＪＲ馬堀駅周辺区域 
ＪＲ並河駅周辺区域 

ＪＲ千代川駅周辺区域 
トロッコ亀岡駅周辺区域 

Ｊ
Ｒ
並
河
駅 

メ デ ィア ス

亀岡 

鉄道歴史公園 

大井小学校 

かすみヶ丘 

 

桂川（保津川）

９
号
線 

永田歯科 

いわもと 

内科外科 

医院 

Ｊ
Ｒ
千
代
川
駅 

森戸整形 

外科医院 

トロッコ
亀岡駅 

鵜ノ川 
ＪＲ嵯峨野線

トロッコ亀岡駅前 
駐車場 

トロッコ亀岡駅 

有料駐車場 

イオン 

西友

南郷池 

亀岡郵便局 

南郷池 

ＪＲ亀岡駅 

ＪＲ馬堀駅

七
色
公
園 

山口マタニティ
クリニック 

京都北都 

信用金庫 

市立図書館馬堀分館 

ふるさと学習プラザ 
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 亀岡市告示第４号 

 

 亀岡市放置自転車の防止に関する条例（平成

５年亀岡市条例第１４号）第１１条の規定によ

り、放置自転車の撤去、保管について次のとお

り告示する。 

 

   平成３１年１月１５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 撤去した理由 

亀岡市放置自転車の防止に関する条例第９

条に違反して、自転車放置禁止区域に放置さ

れていたため。 

２ 撤去した区域 

ＪＲ亀岡駅前自転車放置禁止区域 

ＪＲ馬堀駅前自転車放置禁止区域 

ＪＲ並河駅前自転車放置禁止区域 

３ 撤去した日時 

平成３１年１月１０日（木） 

午後１時～午後３時 

４ 撤去し、保管した台数  ８台 

５ 保管場所  ＪＲ馬堀駅前自転車等駐車場 

６ 保管期間  告示の日から３箇月間 

７ 返還期間 

月曜日～土曜日 午前１０時～午後７時 

８ 返還を受けるための手続き 

① 撤去された自転車は、保管場所で引き取

ることができる。 

② 返還の申請には、自転車の鍵、印鑑、住

所・氏名を明らかにできるものが必要であ

る。 

③ 撤去・保管に要した費用として１台  

２，０００円を負担する。 

９ 引取りのない場合の措置 

保管期間を経過しても引き取りのない自転

車は、関係法令等の規定により処分する。 

 

※ 連絡先 まちづくり推進部 土木管理課 

      電話 0771（25）5043 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第５号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成３１年１月１７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

記 

 

亀０１１６－６５００２ 

１ 当該者生年月日 

昭和３５年１月１６日 

２ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

３ 交付した日 

平成３０年１０月１日 

４ 無効になる日 

平成３１年１月１６日 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第６号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市総務部税務課において保管し、

送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   平成３１年１月１７日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

   督促状 平成３０年度 第４期 固定資産税・都市計画税 

２ 送達を受けるべき者 

 住     所 氏名及び名称 

1 省略 省略 

2 省略 省略 

3 省略 省略 

4 省略 省略 

5 省略 省略 

6 省略 省略 

7 省略 省略 

8 省略 省略 

9 省略 省略 

10 省略 省略 

11 省略 省略 

12 省略 省略 

13 省略 省略 

14 省略 省略 

15 省略 省略 
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３ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第７号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市総務部税務課において保管し、

送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   平成３１年１月１８日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

   督促状 平成３０年度 全期 軽自動車税 

２ 送達を受けるべき者 

 住     所 氏  名 

1 省略 省略 

2 省略 省略 

3 省略 省略 

4 省略 省略 

5 省略 省略 

6 省略 省略 

7 省略 省略 

8 省略 省略 

9 省略 省略 

 

３ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第８号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市環境市民部保険医療課におい

て保管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   平成３１年１月３１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類等 

 送達する書類 
送達を受けるべき者 

住     所 氏 名 

1 督促状 
平成30年度 
第6期 

国民健康保険料 省略 省略 

2 更正通知書 平成30年度 国民健康保険料 省略 省略 

3 更正通知書 平成29年度 国民健康保険料 省略 省略 

4 更正通知書 平成30年度 国民健康保険料 省略 省略 

5 督促状 
平成30年度 
第7期 

国民健康保険料 省略 省略 

6 督促状 
平成30年度 
第7期 

国民健康保険料 省略 省略 

7 督促状 
平成30年度 
第7期 

国民健康保険料 省略 省略 

8 督促状 
平成30年度 
第7期 

国民健康保険料 省略 省略 

9 督促状 
平成30年度 
第7期 

国民健康保険料 省略 省略 

10 督促状 
平成30年度 
第7期 

国民健康保険料 省略 省略 

11 督促状 
平成30年度 
第7期 

国民健康保険料 省略 省略 

12 督促状 
平成30年度 
第7期 

国民健康保険料 省略 省略 

 

２ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 
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公 告 
 

 亀岡市公告第１号 

 

 亀岡市名誉市民条例（昭和４０年亀岡市条例

第１５号）第３条の規定により、亀岡市名誉市

民の氏名及び事績の概要を次のとおり公表する。 

 

   平成３１年１月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市は、公共の福祉を増進し、文化の興隆、

進展に寄与し、広く社会の進歩発展に貢献した

次の者を亀岡市名誉市民に推挙した。 

 

１ 住所 

省略 

２ 氏名 

故 谷口 義久 

３ 事績の概要 

 昭和５４年１月から平成１１年１月まで５

期２０年の長きにわたり、亀岡市長として、

常にグローバルな視野に立って国際緑園文化

都市、生涯学習都市としての亀岡市の今日の

躍進と活力の礎を築いた。特に高度経済成長

期とともに速まる都市化に伴い、上下水道、

基幹交通網、教育施設整備等持ち前の卓越し

た知勇兼備たる手腕により、都市機能の基盤

整備を進め、市民福祉の向上に著しく貢献し

た。 

 

「掲示済」 

 亀岡市公告第２号 

 

 亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準

に関する条例（平成２８年亀岡市条例第４２

号）第８条第１項第３号及び第９条第１項第３

号の規定に基づく区域指定を行うため、同条例

第８条第２項において準用する同条例第６条第

２項の規定により、当該区域指定案を次のとお

り縦覧に供する。 

 なお、当該区域指定案について、指定区域の

住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日まで

に市長に意見書を提出することができる。 

 

   平成３１年１月７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 指定しようとする区域の名称 

馬路地区（亀岡市馬路町、河原林町河原尻、

千歳町千歳 地内） 

河原林町河原尻地区（亀岡市河原林町河原

尻、千歳町国分 地内） 

河原林町勝林島地区（亀岡市河原林町勝林

島 地内） 

２ 許容する予定建築物の用途 

馬路地区 

［開発行為］ 

⑴ 専用住宅（その敷地面積が、自己の居

住の用に供するものにあっては１５０平

方メートル以上のもの、その他のものに

あっては３００平方メートル以上のもの

に限る。） 

⑵ 第一種低層住居専用地域内に建築する

ことができる兼用住宅（その敷地面積が、

自己の居住の用に供するものにあっては

１５０平方メートル以上のもの、その他

のものにあっては３００平方メートル以

上のものに限る。） 
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⑶ ⑷に掲げるもののほか、第二種低層住

居専用地域内に建築することができる店

舗、飲食店、その他これらに類するもの

でその用途に供する部分の床面積の合計

が１５０平方メートル以内のもの（３階

以上の部分をその用途に供するものを除

く。） 

⑷ 次に掲げる農業の利便を増進するため

に必要な店舗等でその用途に供する部分

の床面積の合計が５００平方メートル以

内のもの（３階以上の部分をその用途に

供するものを除く。） 

ア 建築物の周辺の地域で生産された農

産物の販売を主たる目的とする店舗 

イ アの農産物を材料とする料理の提供

を主たる目的とする飲食店 

ウ 自家販売のために食品製造業を営む

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他

これらに類するもの（アの農産物を原

材料とする食品の製造又は加工を主た

る目的とするものに限る。）で作業場

の床面積の合計が５０平方メートル以

内のもの（原動機を使用する場合に 

あっては、その出力の合計が０．７５

キロワット以下のものに限る。） 

⑸ 診療所 

⑹ 第一種低層住居専用地域内に建築する

ことができる兼用住宅の兼用用途である

事務所でその用途に供する部分の床面積

の合計が５０平方メートル以内のもの 

⑺ 第一種低層住居専用地域内に建築する

ことができる兼用住宅の兼用用途である

美術品又は工芸品を製作するためのアト

リエ又は工房でその用途に供する部分の

床面積の合計が５０平方メートル以内の

もの 

［建築行為］ 

⑴ 自己の居住の用に供する専用住宅

（［開発行為］⑴又は⑵のうちその他の

ものとして都市計画法第２９条第１項の

規定に基づく開発許可を受けた土地に建

築するものを除き、かつ、新築の場合に

あってはその敷地面積が１５０平方メー

トル以上のものに限る。） 

⑵ ⑴に掲げるもののほか自己の居住の用

に供する専用住宅（その敷地面積が  

３００平方メートル以上のものに限

る。） 

⑶ 第一種低層住居専用地域内に建築する

ことができる自己の居住の用に供する兼

用住宅（［開発行為］⑴又は⑵のうちそ

の他のものとして都市計画法第２９条第

１項の規定に基づく開発許可を受けた土

地に建築するものを除き、かつ、新築の

場合にあっては敷地面積が１５０平方 

メートル以上のものに限る。） 

⑷ ⑶に掲げるもののほか第一種低層住居

専用地域内に建築することができる自己

の居住の用に供する兼用住宅（その敷地

面積が３００平方メートル以上のものに

限る。） 

⑸ ⑹に掲げるもののほか、第二種低層住

居専用地域内に建築することができる店

舗、飲食店、その他これらに類するもの

でその用途に供する部分の床面積の合計

が１５０平方メートル以内のもの（３階

以上の部分をその用途に供するものを除

く。） 

⑹ 次に掲げる農業の利便を増進するため

に必要な建築物でその用途に供する部分

の床面積の合計が５００平方メートル以

内のもの（３階以上の部分をその用途に

供するものを除く。） 

ア 建築物の周辺の地域で生産された農

産物の販売を主たる目的とする店舗 

イ アの農産物を材料とする料理の提供
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を主たる目的とする飲食店 

ウ 自家販売のために食品製造業を営む

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他

これらに類するもの（アの農産物を原

材料とする食品の製造又は加工を主た

る目的とするものに限る。）で作業場

の床面積の合計が５０平方メートル以

内のもの（原動機を使用する場合に 

あっては、その出力の合計が０．７５

キロワット以下のものに限る。） 

⑺ 診療所 

⑻ 第一種低層住居専用地域内に建築する

ことができる兼用住宅の兼用用途である

事務所でその用途に供する部分の床面積

の合計が５０平方メートル（用途を変更

する場合にあっては１５０平方メート

ル）以内のもの 

⑼ 第一種低層住居専用地域内に建築する

ことができる兼用住宅の兼用用途である

美術品又は工芸品を製作するためのアト

リエ又は工房でその用途に供する部分の

床面積の合計が５０平方メートル（用途

を変更する場合にあっては１５０平方 

メートル）以内のもの 

⑽ 旅館業法第２条第３項に規定する簡易

宿所営業に係るもの（用途を変更する場

合に限る。） 

河原林町河原尻地区 

［開発行為］ 

⑴ 自己の居住の用に供する専用住宅（そ

の敷地面積が２００平方メートル以上の

ものに限る。） 

⑵ 第一種低層住居専用地域内に建築する

ことができる自己の居住の用に供する兼

用住宅（その敷地面積が２００平方メー

トル以上のものに限る。） 

⑶ ⑷に掲げるもののほか、第二種低層住

居専用地域内に建築することができる店

舗、飲食店、その他これらに類するもの

でその用途に供する部分の床面積の合計

が１５０平方メートル以内のもの（３階

以上の部分をその用途に供するものを除

く。） 

⑷ 次に掲げる農業の利便を増進するため

に必要な店舗等でその用途に供する部分

の床面積の合計が５００平方メートル以

内のもの（３階以上の部分をその用途に

供するものを除く。） 

ア 建築物の周辺の地域で生産された農

産物の販売を主たる目的とする店舗 

イ アの農産物を材料とする料理の提供

を主たる目的とする飲食店 

ウ 自家販売のために食品製造業を営む

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他

これらに類するもの（アの農産物を原

材料とする食品の製造又は加工を主た

る目的とするものに限る。）で作業場

の床面積の合計が５０平方メートル以

内のもの（原動機を使用する場合に 

あっては、その出力の合計が０．７５

キロワット以下のものに限る。） 

⑸ 第一種低層住居専用地域内に建築する

ことができる兼用住宅の兼用用途である

事務所でその用途に供する部分の床面積

の合計が５０平方メートル以内のもの 

⑹ 第一種低層住居専用地域内に建築する

ことができる兼用住宅の兼用用途である

美術品又は工芸品を製作するためのアト

リエ又は工房でその用途に供する部分の

床面積の合計が５０平方メートル以内の

もの 

［建築行為］ 

⑴ 自己の居住の用に供する専用住宅（新

築の場合にあってはその敷地面積が  

２００平方メートル以上のものに限

る。） 
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⑵ 第一種低層住居専用地域内に建築する

ことができる自己の居住の用に供する兼

用住宅（新築の場合にあっては敷地面積

が２００平方メートル以上のものに限

る。） 

⑶ ⑷に掲げるもののほか、第二種低層住

居専用地域内に建築することができる店

舗、飲食店、その他これらに類するもの

でその用途に供する部分の床面積の合計

が１５０平方メートル以内のもの（３階

以上の部分をその用途に供するものを除

く。） 

⑷ 次に掲げる農業の利便を増進するため

に必要な建築物でその用途に供する部分

の床面積の合計が５００平方メートル以

内のもの（３階以上の部分をその用途に

供するものを除く。） 

ア 建築物の周辺の地域で生産された農

産物の販売を主たる目的とする店舗 

イ アの農産物を材料とする料理の提供

を主たる目的とする飲食店 

ウ 自家販売のために食品製造業を営む

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他

これらに類するもの（アの農産物を原

材料とする食品の製造又は加工を主た

る目的とするものに限る。）で作業場

の床面積の合計が５０平方メートル以

内のもの（原動機を使用する場合に 

あっては、その出力の合計が０．７５

キロワット以下のものに限る。） 

⑸ 第一種低層住居専用地域内に建築する

ことができる兼用住宅の兼用用途である

事務所でその用途に供する部分の床面積

の合計が５０平方メートル（用途を変更

する場合にあっては１５０平方メート

ル）以内のもの 

⑹ 第一種低層住居専用地域内に建築する

ことができる兼用住宅の兼用用途である

美術品又は工芸品を製作するためのアト

リエ又は工房でその用途に供する部分の

床面積の合計が５０平方メートル（用途

を変更する場合にあっては１５０平方 

メートル）以内のもの 

⑺ 旅館業法第２条第３項に規定する簡易

宿所営業に係るもの（用途を変更する場

合に限る。） 

河原林町勝林島地区 

［開発行為］ 

⑴ 自己の居住の用に供する専用住宅（そ

の敷地面積が１５０平方メートル以上の

ものに限る。） 

⑵ 第一種低層住居専用地域内に建築する

ことができる自己の居住の用に供する兼

用住宅（その敷地面積が１５０平方メー

トル以上のものに限る。） 

⑶ ⑷に掲げるもののほか、第二種低層住

居専用地域内に建築することができる店

舗、飲食店、その他これらに類するもの

でその用途に供する部分の床面積の合計

が１５０平方メートル以内のもの（３階

以上の部分をその用途に供するものを除

く。） 

⑷ 次に掲げる農業の利便を増進するため

に必要な店舗等でその用途に供する部分

の床面積の合計が５００平方メートル以

内のもの（３階以上の部分をその用途に

供するものを除く。） 

ア 建築物の周辺の地域で生産された農

産物の販売を主たる目的とする店舗 

イ アの農産物を材料とする料理の提供

を主たる目的とする飲食店 

ウ 自家販売のために食品製造業を営む

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他

これらに類するもの（アの農産物を原

材料とする食品の製造又は加工を主た

る目的とするものに限る。）で作業場

の床面積の合計が５０平方メートル以
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内のもの（原動機を使用する場合に 

あっては、その出力の合計が０．７５

キロワット以下のものに限る。） 

⑸ 診療所 

⑹ 第一種低層住居専用地域内に建築する

ことができる兼用住宅の兼用用途である

事務所でその用途に供する部分の床面積

の合計が５０平方メートル以内のもの 

⑺ 第一種低層住居専用地域内に建築する

ことができる兼用住宅の兼用用途である

美術品又は工芸品を製作するためのアト

リエ又は工房でその用途に供する部分の

床面積の合計が５０平方メートル以内の

もの 

［建築行為］ 

⑴ 自己の居住の用に供する専用住宅（新

築の場合にあってはその敷地面積が  

１５０平方メートル以上のものに限

る。） 

⑵ 第一種低層住居専用地域内に建築する

ことができる自己の居住の用に供する兼

用住宅（新築の場合にあっては敷地面積

が１５０平方メートル以上のものに限

る。） 

⑶ ⑷に掲げるもののほか、第二種低層住

居専用地域内に建築することができる店

舗、飲食店、その他これらに類するもの

でその用途に供する部分の床面積の合計

が１５０平方メートル以内のもの（３階

以上の部分をその用途に供するものを除

く。） 

⑷ 次に掲げる農業の利便を増進するため

に必要な建築物でその用途に供する部分

の床面積の合計が５００平方メートル以

内のもの（３階以上の部分をその用途に

供するものを除く。） 

ア 建築物の周辺の地域で生産された農

産物の販売を主たる目的とする店舗 

イ アの農産物を材料とする料理の提供

を主たる目的とする飲食店 

ウ 自家販売のために食品製造業を営む

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他

これらに類するもの（アの農産物を原

材料とする食品の製造又は加工を主た

る目的とするものに限る。）で作業場

の床面積の合計が５０平方メートル以

内のもの（原動機を使用する場合に 

あっては、その出力の合計が０．７５

キロワット以下のものに限る。） 

⑸ 診療所 

⑹ 第一種低層住居専用地域内に建築するこ

とができる兼用住宅の兼用用途である事務

所でその用途に供する部分の床面積の合計

が５０平方メートル（用途を変更する場合

にあっては１５０平方メートル）以内のも

の 

⑺ 第一種低層住居専用地域内に建築するこ

とができる兼用住宅の兼用用途である美術

品又は工芸品を製作するためのアトリエ又

は工房でその用途に供する部分の床面積の

合計が５０平方メートル（用途を変更する

場合にあっては１５０平方メートル）以内

のもの 

⑻ 旅館業法第２条第３項に規定する簡易宿

所営業に係るもの（用途を変更する場合に

限る。） 

３ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市まちづくり推進部都市計画課 

４ 縦覧期間 

平成３１年１月８日から 

平成３１年１月２１日まで 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第３号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２９条第１項に関する工事が完了したので、次

のとおり公告する。 

 

   平成３１年１月１８日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事が完了した開発区域に含まれる地域 

 亀岡市大井町並河２丁目１５の１１ 

（関連区域） 

 亀岡市大井町並河２丁目１５の２の一部、

１５の３の一部、１５２の１、１５２の２、

５１５の一部、５１６の１の一部、５１６

の２の一部、市有地 

２ 開発許可を受けた者の住所及び名称 

京都市西京区御陵鴫谷６の５ 

株式会社永田工務店 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第４号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２９条第１項に関する工事が完了したので、次

のとおり公告する。 

 

   平成３１年１月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事が完了した開発区域に含まれる地域 

 亀岡市曽我部町寺長縄手１５の１の一部、

１５の２の一部、１８の一部、１９の一部、

２２の一部、市有地 

（関連区域） 

 亀岡市曽我部町寺長縄手１５の２の一部、

２３の４の一部、市有地 

２ 開発許可を受けた者の住所及び名称 

亀岡市荒塚町１丁目１の３ 

株式会社山和不動産 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第５号 

 

 南丹都市計画生産緑地地区を変更するため、

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第 

２１条第２項において準用する同法第１７条第

１項の規定により当該都市計画の案を次のとお

り縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の案について、住民及び

利害関係人は、縦覧期間満了の日までに市長に

意見書を提出することができる。 

 

   平成３１年１月２５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 都市計画の種類 

生産緑地地区 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

篠町森下垣内の一部 

３ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市まちづくり推進部都市計画課 

４ 縦覧期間 

平成３１年１月２５日から 

平成３１年２月８日まで 

 

「掲示済」 
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任免及び辞令 
 

             大 場 淑 子 

亀岡市介護認定審査会委員に委嘱します 

任期は平成３１年３月３１日までとします 

             浦 崎 貴 博 

亀岡市国民健康保険事業の運営に関する協議会

委員に委嘱します 

任期は平成３２年１月３１日までとします 

             小野里 光 広 

             右 近 潤 一 

（各 通）        山 田 智 久 

             塚 本 綏佳子 

             西 﨑   豊 

亀岡市情報公開・個人情報保護審査会委員に委

嘱します 

任期は平成３２年１２月３１日までとします 

             木 藤 伸一朗 

             八 嶋   正 

             大久保 伸 一 

（各 通）
        楠   善 夫 

             廣 瀬 千鶴子 

             桂   喜久子 

             樋 口 俊 男 

             谷 奥 正 憲 

亀岡市情報公開・個人情報保護審議会委員に委

嘱します 

任期は平成３２年１２月３１日までとします 

   平成３１年１月１日 

 

             山 脇 英 富 

             山 川 昭 子 

             田 部 賴 子 

（各 通）        櫻 井 邦 男 

             中 村 俊 孝 

             人 見 博 子 

             稲 村 智 子 

             高 澤 伸 江 

             廣 畑   弘 

（各 通）        櫻 田 孝 之 

             吉 川 直 樹 

             笠 井 俊 夫 

亀岡市環境審議会委員に委嘱します 

   平成３１年１月２３日 
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教育委員会欄  
 

告 示 
 

 亀岡市教育委員会告示第１号 

 

 亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校児

童生徒の就学に関する事務処理規程（平成１４

年亀岡市教育委員会告示第３号）の一部を次の

ように改正する。 

 

   平成３１年１月２９日 

 

         亀岡市教育委員会 

           教育長 田中太郎 

 

 第１条中「この規程は、」の次に「学校教育

法施行令（昭和２８年政令第３４０号）及び」

を加える。 

 第２条第１項中「（別記第１号様式）」を削

り、同条第２項中「別記第２号様式」を「別記

第１号様式」に、「別記第２号様式の２」を

「別記第１号様式の２」に、「別記第２号様式

の３」を「別記第１号様式の３」に改める。 

 第４条第１項中「別記第３号様式」を「別記

第２号様式」に、「前在籍学校長」を「前在籍

校の校長」に改め、「教育委員会が指定した学

校」の次に「（以下「指定学校」という。）」

を加え、同条第２項中「教育委員会が指定し

た」を「指定」に改め、同条第３項中「指定し

た」を「指定」に、「別記第４号様式」を「別

記第３号様式」に改め、同条第６項中「別記第

５号様式」を「別記第４号様式」に改め、同条

第７項中「別記第６号様式」を「別記第５号様

式」に、「別記第７号様式」を「別記第６号様

式」に改める。 

 第５条第１項中「別記第８号様式」を「別記

第７号様式」に、「申請」を「就学希望」に改

め、同項に次のただし書を加える。 

 ただし、第２項第５号に該当すると認めら

れるときは、本文の規定にかかわらず、指定

学校の校長並びに就学希望学校の校長の副申

及び変更する理由を証する書面の添付を省略

することができる。 

 第５条第２項第２号中「もの」を「者」に改

め、同項第４号中「特殊学級」を「特別支援学

級」に改め、同項中第５号を第６号とし、第４

号の次に次の１号を加える。 

⑸ 児童生徒の入学すべき学校区を指定する

規則の一部を改正する規則（平成３０年亀

岡市教育委員会規則第７号）により学校区

に変更がある児童生徒で、平成３１年度に

小学校４年生若しくは小学校５年生として

安詳小学校若しくはつつじケ丘小学校に在

学している場合、又は平成３１年度に小学

校６年生として安詳小学校に在学しており、

兄若しくは姉が中学校１年生若しくは中学

校２年生として東輝中学校に在学している

場合 

 第５条第３項中「別記第９号様式」を「別記

第８号様式」に、「別記第１０号様式」を「別

記第９号様式」に改め、同条第４項中「別記第

１１号様式」を「別記第１０号様式」に改める。 

 第６条第１項中「別記第１２号様式」を「別

記第１１号様式」に改め、同条第３項中「別記

第１３号様式」を「別記第１２号様式」に改め、

同条第４項中「別記第１４号様式」を「別記第

１３号様式」に、「別記第１５号様式」を「別

記第１４号様式」に改める。 

 第７条第１項中「別記第１６号様式」を「別

記第１５号様式」に改め、同条第２項中「別記

第１７号様式」を「別記第１６号様式」に、

「別記第１８号様式」を「別記第１７号様式」

に改める。 

 第８条第１項中「在籍学校」を「在籍校」に、 
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「別記第１９号様式」を「別記第１８号様式」に改め、同条第２項中「在籍学校」を「在籍校」に

改める。 

 別記第１号様式を削る。 

 別記第２号様式中「学校長」を「校長」に改め、同様式を別記第１号様式とする。 

 別記第２号様式の２中「学校長」を「校長」に改め、同様式を別記第１号様式の２とする。 

 別記第２号様式の３中「学校長」を「校長」に改め、同様式を別記第１号様式の３とする。 

 別記第３号様式中 

「 

（転校の手続きについて） 

 前在籍校で発行された在学証明書、教科用図書給与証明書を通知

書とともに入学期日までに指定学校に提出してください。 

                                  」 

を削り、同様式を別記第２号様式とする。 

 別記第４号様式中「学校長」を「校長」に改め、同様式を別記第３号様式とする。 

 別記第５号様式中「学校長」を「校長」に、 

「          「 

          を          に改め、同様式を別記第４号様式とする。 

         」          」 

 別記第６号様式中「、出国先の学校に就学するため亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校に

は就学しません」を「ますので届け出ます」に改め、同様式を別記第５号様式とする。 

 別記第７号様式中「次」を「下記」に改め、「、亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校に編

入させたく」を削り、同様式を別記第６号様式とする。 

 別記第８号様式中「の変更をしていただきたく申立てをいたし」を「を変更したいので申し立

て」に、「学校長の指示」を「校長の指示」に、 

「 

本来の指定学校 変更希望の学校 

                                         」 

を 

「 

指定学校 就学希望の学校 

                                         」 

に、 

「 

各学校長の副申書 ・ その他（                 ） 

                                         」 

を 

続   柄 
保 護 者 と

の 続 柄
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「 

各校長の副申書 ・ その他（                  ） 

                                         」 

に、 

「 

注意 ⑴ 申立書は３部作成し、指定学校及び変更希望学校各々に１

部を提出し、各学校長の副申書（封かん分）を添えて亀岡市

教育委員会に１部を提出してください。 

⑵ 申立理由は、詳細に記入し、その他理由を証する書類（診

断書等）がある場合には別に添付してください。 

⑶ 変更期間や申立理由が異なる場合は各々の児童生徒ごとに

作成していただくとともに、学校ごとに作成してください。

                                  」 

を 

「 

注意 ⑴ 申立書は３部作成し、指定学校及び就学希望学校各々に１

部を提出し、各校長の副申書（封かん分）を添えて亀岡市教

育委員会に１部を提出してください。 

⑵ 申立理由は、詳細に記入し、その他理由を証する書類（診

断書等）がある場合には別に添付してください。 

⑶ 変更期間や申立理由が異なる場合は各々の児童生徒ごとに

作成していただくとともに、学校ごとに作成してください。

⑷ 第５条第２項第５号に該当する場合は、申立書を１部作成

し亀岡市教育委員会に提出してください。なお、この場合、

添付書類及び申立理由を証する書類は必要ありません。 

                                  」 

に改め、同様式を別記第７号様式とする。 

 別記第９号様式中 

「 

学年  保護者氏名  続柄  

                                         」 

を 

「 

学年   保護者氏名  保護者との続柄  

                                         」 

に、 
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「 

本  来  校   変  更  校   

                                         」 

を 

「 

変更前の学校   変更後の学校   

                                         」 

に、「学校長」を「校長」に、 

「 

（注意） 

１ 指定学校変更申請の理由が事実と相違する場合は、この承認を

取り消すことがあります。 

２ 承認期間満了までに、転学等の手続きをしてください。 

３ 必要があるときは、この通知書の提出を求めることがあります

ので、承認期間中は大切に保管してください。 

                                  」 

を 

「 

（注意） 

１ 指定学校変更申立理由が事実と相違する場合は、この承認を取

り消すことがあります。 

２ 承認期間満了までに、転学等の手続きをしてください。ただ

し、第５条第２項第５号に該当する場合は、手続きの必要はあり

ません。 

３ 必要があるときは、この通知書の提出を求めることがあります

ので、承認期間中は大切に保管してください。 

                                  」 

に改め、同様式を別記第８号様式とする。 

 別記第１０号様式中「学校長」を「校長」に、 

「 

本  来  校   変  更  校   

                                         」 

を 

「 

変更前の学校   変更後の学校   

                                         」 

に改め、同様式を別記第９号様式とする。 

 別記第１１号様式中「に転入学させたく」を「への転入学を」に改め、同様式を別記第１０号様
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式とする。 

 別記第１２号様式中「を許可していただきたく申請」を「の申請を」に、「学校長の指示」を

「校長の指示」に、 

「 

就学希望の学校長の副申書 

                                         」 

を 

「 

就学希望学校の校長の副申書 

                                         」 

に、 

「 

注意 ⑴ 申請書類を作成し、就学希望の学校長の副申書（封かん

分）を添付して亀岡市教育委員会に提出してください。 

                                  」 

を 

「 

注意 ⑴ 申請書類を作成し、就学希望学校の校長の副申書（封かん

分）を添付して亀岡市教育委員会に提出してください。 

                                  」 

に改め、同様式を別記第１１号様式とする。 

 別記第１３号様式中「（協議書№    ）」を削り、 

「 

学年  保護者氏名  続柄  

                                         」 

を 

「 

学年   保護者氏名  保護者との続柄  

                                         」 

に、 

「 

本 来 校   区域外就学校   

                                         」 

を 

「 

本来の指定学校   就学希望の学校   

                                         」 

に改め、同様式を別記第１２号様式とする。 



 
亀 岡 市 公 報 

 23

第８８９号平成３１年２月１５日発行 

 別記第１４号様式中 

「 

本 来 校   

                      」 

を 

「 

本来の指定学校   

                      」 

に、「学校長」を「校長」に改め、同様式を別記第１３号様式とする。 

 別記第１５号様式中「学校長」を「校長」に、 

「 

本 来 校   

                      」 

を 

「 

本来の指定学校   

                      」 

に改め、同様式を別記第１４号様式とする。 

 別記第１６号様式中「国立・私立用」を「国立・府立・私立等用」に、「お届けし」を「届け

出」に、 

「         「 

         を         に、 

        」         」 

「 

決  裁  欄 処  理  欄 

   学校長通知 新入学児童生徒名簿 学 齢 簿 

      年 月 日    年 月 日    年 月 日

担当 
  

担当
  

担当 
  

                                           」 

を 

「 

決  裁  欄 処  理  欄 

   校 長 通 知 新入学児童生徒名簿 学 齢 簿 

      年 月 日    年 月 日    年 月 日

担当 
  

担当
  

担当 
  

                                           」 

本 来 校 指 定 学 校 
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に改め、同様式を別記第１５号様式とする。 

 別記第１７号様式中 

「         「 

         を         に改め、同様式を別記第１６号様式とする。 

        」         」 

 別記第１８号様式中「学校長」を「校長」に、 

「         「 

         を         に改め、同様式を別記第１７号様式とする。 

        」         」 

 別記第１９号様式中「本来学校（指定学校」を「指定学校（区域外就学の場合は住所地の学校」

に、 

「 

学   校 

在 籍 学 校                第    学年 

本来（指定）学校                第    学年 

                                         」 

を 

「 

学   校 

在 籍 校                第    学年 

指 定 学 校 

（住所地の学校） 
               第    学年 

                                         」 

に改め、同様式を別記第１８号様式とする。 

 

   附 則 

 

 この規程は、平成３１年４月１日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

本 来 校 指 定 学 校 

本 来 校 指 定 学 校 
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第８８９号平成３１年２月１５日発行 

選挙管理委員会欄 
 

告 示 
 

 亀岡市選挙管理委員会告示第１号 

 

 平成３１年１月２７日執行の亀岡市議会議員

一般選挙におけるポスター掲示場の設置場所を

次のように定める。 

 

   平成３１年１月１５日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

省  略 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第２号 

 

 平成３１年１月２７日執行の亀岡市議会議員

一般選挙に係る各候補者の選挙運動費用収支報

告書の要旨の公表は、亀岡市公報により行う。 

 

   平成３１年１月１５日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

「掲示済」 

 亀岡市選挙管理委員会告示第３号 

 

 亀岡市条例の制定又は改廃の請求に要する有

権者総数の５０分の１の数、亀岡市の事務の執

行に関する監査の請求に要する有権者総数の 

５０分の１の数及び合併協議会設置の請求に要

する有権者総数の５０分の１の数は、次のとお

りである。 

 

   平成３１年１月１９日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

１，４８９人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第４号 

 

 亀岡市議会の解散請求に要する有権者総数の

３分の１の数並びに亀岡市の市長、副市長、教

育長、教育委員会の委員、選挙管理委員、監査

委員及び亀岡市議会議員の解職請求に要する有

権者総数の３分の１の数は、次のとおりである。 

 

   平成３１年１月１９日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

２４，８１４人 

 

「掲示済」 
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第８８９号平成３１年２月１５日発行 

 亀岡市選挙管理委員会告示第５号 

 

 合併協議会設置協議について選挙人の投票に

付する請求に要する有権者総数の６分の１の数

は、次のとおりである。 

 

   平成３１年１月１９日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

１２，４０７人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第６号 

 

 亀岡市議会議員一般選挙の期日を次のように

定める。 

 

   平成３１年１月２０日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

選挙の期日  平成３１年１月２７日 

 

「掲示済」 

 亀岡市選挙管理委員会告示第７号 

 

 平成３１年１月２７日執行の亀岡市議会議員

一般選挙における選挙長及び同職務代理者を次

のとおり選任した。 

 

   平成３１年１月２０日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

選 挙 長 省略 岡 野 宗 忠

同職務代理者 省略 岩 﨑 多 良

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第８号 

 

 平成３１年１月２７日執行の亀岡市議会議員

一般選挙において、選挙長が立候補の届出の受

付等の事務を取り扱う場所及び亀岡市選挙管理

委員会が選挙の管理執行を行う場所は、次のと

おりである。 

 

   平成３１年１月２０日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

 亀岡市安町野々神８番地 

   亀岡市選挙管理委員会事務局 

   （亀岡市役所内） 

 

「掲示済」 
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第８８９号平成３１年２月１５日発行 

 亀岡市選挙管理委員会告示第９号 

 

 平成３１年１月２７日執行の亀岡市議会議員

一般選挙における候補者１人についての選挙運

動に関する支出金額の制限額は、次のとおりで

ある。 

 

   平成３１年１月２０日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

 亀岡市議会議員一般選挙 

         ３，７５４，０００円 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第１０号 

 

 平成３１年１月２７日執行の亀岡市議会議員

一般選挙において用いる街頭演説用標旗、腕章

等の配色を次のように定める。 

 

   平成３１年１月２０日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

亀岡市議会議員一般選挙 

  街 頭 演 説 用 標 旗 

     白地に黒色の文字 

  街 頭 演 説 用 腕 章 

     白地に黒色の文字 

  自動車の乗員用腕章 

     白地に黒色の文字 

  自 動 車 の 表 示 板 

     白地（木板）に黒色の文字 

  拡 声 機 の 表 示 板 

     白地（木板）に黒色の文字 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第１１号 

 

 平成３１年１月２７日執行の亀岡市議会議員

一般選挙において用いる投票用紙の様式を次の

ように定める。 

 

   平成３１年１月２０日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

    （表）        （裏） 

     

平
成
31
年
執
行 

亀
岡
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
投
票 

 
 

 

一 

候
補
者

こ
う
ほ
し
ゃ

の
氏
名

し

め

い

は
、
欄
内

ら
ん
な
い

に
一
人

ひ

と

り

書か

く
こ
と
。 

 
 

 

二 

候
補
者

こ
う
ほ
し
ゃ

で
な
い
者も

の

の
氏
名

し

め

い

は
、
書か

か
な
い
こ
と
。 

候補者
こ うほし ゃ

氏名
し め い

 

 

 

 

（注意
ちゅうい

）

亀
岡
市
選

挙
管
理
委

員
会
之
印
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    （表）        （裏） 

      

平
成
31
年
執
行 

亀
岡
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
投
票 

 
 
 

一 

候
補
者

こ
う
ほ
し
ゃ

の
氏
名

し

め

い

を
一
人

ひ

と

り

書か

く
こ
と
。 

 
 
 

二 

候
補
者

こ
う
ほ
し
ゃ

で
な
い
者も

の

の
氏
名

し

め

い

は
、
書か

か
な
い
こ
と
。 

点
字
投
票 

 

 

 

備考 投票用紙は白色とし、文字は黒色のイン

キで印刷し、印は黒色のインキで刷込式と

する。 

 

「掲示済」 

 亀岡市選挙管理委員会告示第１２号 

 

 平成３１年１月２７日執行の亀岡市議会議員

一般選挙における期日前投票所を次のように定

める。 

 

   平成３１年１月２０日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市役所 市民ホール 

 

「掲示済」 

 

 

（注意
ちゅうい

）

亀
岡
市
選

挙
管
理
委

員
会
之
印
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 亀岡市選挙管理委員会告示第１３号 

 

 平成３１年１月２７日執行の亀岡市議会議員一般選挙における期日前投票所に係る投票管理者及

び同職務代理者を次のとおり選任した。 

 

   平成３１年１月２０日 

 

                      亀岡市選挙管理委員会委員長 岡野宗忠 

 

平成３１年１月２７日執行 亀岡市議会議員一般選挙 

期日前投票所における投票管理者・同職務代理者 一覧表 

職務を行うべき日 
投 票 管 理 者 同 職 務 代 理 者  

氏  名 住    所 氏  名 住    所 

平成31年1月21日 岡 野 宗 忠 省略 八 田 成 雄 省略 

平成31年1月22日 岩 﨑 多 良 省略 俣 野 健一郎 省略 

平成31年1月23日 俣 野 健一郎 省略 岡 野 宗 忠 省略 

平成31年1月24日 八 田 成 雄 省略 岩 﨑 多 良 省略 

平成31年1月25日 岩 﨑 多 良 省略 八 田 成 雄 省略 

平成31年1月26日 岡 野 宗 忠 省略 俣 野 健一郎 省略 

 

「掲示済」 
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 亀岡市選挙管理委員会告示第１４号 

 

 平成３１年１月２７日執行の亀岡市議会議員一般選挙における各投票区の投票所を次のように定

める。 

 

   平成３１年１月２０日 

 

                      亀岡市選挙管理委員会委員長 岡野宗忠 

 

投票区名 投票所の施設 所在地 

第 １ 投票区 亀岡小学校 亀岡市内丸町１５番地 

第 ２ 投票区 亀岡市役所市民ホール 亀岡市安町野々神８番地 

第 ３ 投票区 東別院町ふれあいセンター 亀岡市東別院町東掛一アン１５番地の８ 

第 ５ 投票区 亀岡市西別院生涯学習センター 亀岡市西別院町柚原佃１７番地 

第 ６ 投票区 犬甘野児童館 亀岡市西別院町犬甘野霜ノ下２、３、４番地 

第 ７ 投票区 曽我部公民館 亀岡市曽我部町南条北荒水代４－１ 

第 ８ 投票区 寺区公民館 亀岡市曽我部町寺広畑１２番地 

第 ９ 投票区 吉川公民館 亀岡市吉川町吉田沢６３番地 

第１０投票区 亀岡市薭田野生涯学習センター 亀岡市薭田野町佐伯西ノ辻９番地の１ 

第１１投票区 奥条公民館 亀岡市薭田野町奥条大仲１７番地 

第１２投票区 ほんめ町ふれあいセンター 亀岡市本梅町井手梅原３番地 

第１３投票区 西加舎公民館 亀岡市本梅町西加舎塩賀１４番地の１ 

第１４投票区 畑野町公民館 亀岡市畑野町千ケ畑西山５番地の１ 

第１５投票区 土ケ畑公民館 亀岡市畑野町土ケ畑堂ノ下１９番地 

第１６投票区 宮川公民館 亀岡市宮前町宮川谷ノ下１０３番地 

第１７投票区 神前ふれあいサロン 亀岡市宮前町神前平見１番地の１ 

第１８投票区 猪倉公民館 亀岡市宮前町猪倉森ノ下１０番地 

第１９投票区 大井小学校 亀岡市大井町並河１丁目３番１号 

第２０投票区 小金岐区会議所 亀岡市大井町小金岐馬場崎２１番地 

第２１投票区 千代川町自治会館 亀岡市千代川町北ノ庄国主ケ森１９番地 

第２２投票区 北ノ庄会議所 亀岡市千代川町北ノ庄市場２番地 

第２３投票区 馬路生涯学習センター 亀岡市馬路町流川２番地の１ 

第２４投票区 池尻区公民館 亀岡市馬路町池尻６０番地の１ 

第２５投票区 馬路老人センター 亀岡市馬路町小米田４５番地の４ 

第２６投票区 旭コミュニティセンター 亀岡市旭町年角２５番地 

第２７投票区 山階公民館 亀岡市旭町岩ケ谷８２番地 

第２８投票区 国分公民館 亀岡市千歳町国分西垣内１５番地の１ 

第２９投票区 千歳町自治会事務所 亀岡市千歳町千歳垣根２番地の３ 

第３０投票区 出雲公民館 亀岡市千歳町千歳南所２６番地 

第３１投票区 亀岡市河原林生涯学習センター 亀岡市河原林町河原尻上六反田９番地の１ 

第３２投票区 勝林島会議所 亀岡市河原林町勝林島稲荷５３番地 

第３３投票区 保津小学校 亀岡市保津町構ノ内２０番地 

第３５投票区 赤熊公民館 亀岡市東本梅町赤熊南垣内２２ 

第３６投票区 大内営農センター 亀岡市東本梅町大内上条３０番地 

第３７投票区 安詳小学校 亀岡市篠町篠中北裏６８番地 

第３８投票区 東つつじケ丘ふれあいセンター 亀岡市東つつじケ丘都台３丁目６番７号 

第３９投票区 西つつじケ丘ふれあいセンター 亀岡市西つつじケ丘大山台１丁目１２番１３号
第４０投票区 亀岡市文化資料館 亀岡市古世町中内坪１番地 
第４１投票区 詳徳小学校 亀岡市篠町柏原田中３番地の１ 

第４２投票区 亀岡市南つつじケ丘コミュニティセンター 亀岡市南つつじケ丘大葉台２丁目４３番１号 

第４３投票区 見立自治会館 亀岡市東別院町鎌倉見立１９番地１７１号 

第４４投票区 西山区集会所 亀岡市篠町王子唐櫃越 1番地５１ 

 

「掲示済」 
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 亀岡市選挙管理委員会告示第１５号 

 

 平成３１年１月２７日執行の亀岡市議会議員一般選挙における各投票区の投票管理者及び同職務

代理者を次のとおり選任した。 

 

   平成３１年１月２０日 

 

                      亀岡市選挙管理委員会委員長 岡野宗忠 

 

平成３１年１月２７日 亀岡市議会議員一般選挙 投票管理者・同職務代理者一覧表 

地区名 
投票区 

番 号 

投 票 管 理 者 同 職 務 代 理 者 

氏  名 住    所 氏  名 住    所 

亀 岡 
1 前 田 泰 孝 省略 服 部 哲 也 省略 

2 田 村 彌治郎 省略 數 井 克 俊 省略 

東別院 3 江 見 博 好 省略 伴 田   恵 省略 

西別院 
5 中 嶋 哲 二 省略 齋 田 善 弘 省略 

6 神 﨑   弥 省略 川 田 昌 亮 省略 

曽我部 
7 小野寺 健 一 省略 玉 井 しのぶ 省略 

8 上 嶋 章 宏 省略 谷 口   裕 省略 

吉 川 9 赤 田 雅 光 省略 原 田 啓 子 省略 

薭田野 
10 大 西 實 好 省略 白波瀬 元 一 省略 

11 西 村 禎 之 省略 坂 田 泰 孝 省略 

本 梅 
12 西 村 久 子 省略 森   英 美 省略 

13 小 林   久 省略 森   敏 郎 省略 

畑 野 
14 池 田 洋 二 省略 齊 藤 和 則 省略 

15 谷 口 文 雄 省略 藤 原 弘 樹 省略 

宮 前 

16 柿 谷   出 省略 岩 城 光 太 省略 

17 森   幸 雄 省略 三 宅 晃 圓 省略 

18 宮 本 和 行 省略 岡 本 圭 介 省略 

大 井 
19 八 木 一 夫 省略 田 中   悟 省略 

20 松 本   章 省略 森 田 幸 治 省略 

千代川 
21 千 葉 直 秋 省略 山 口 悟 史 省略 

22 俣 野 和 俊 省略 俣 野 孝 明 省略 

馬 路 

23 松 村 淳 一 省略 橋 本 泰 典 省略 

24 林     勝 省略 相 原   稔 省略 

25 古 市 幸 弘 省略 西 出 和 正 省略 

旭 
26 平 井 厚 生 省略 平 井 好 子 省略 

27 市 原 靖 夫 省略 川 勝 洋 太 省略 

千 歳 

28 西 田   厚 省略 中 西 孝 臣 省略 

29 山 田 己 義 省略 内 藤 一 彦 省略 

30 矢 田   茂 省略 門 下 研 也 省略 

河原林 
31 並 河 包 恭 省略 平 井   透 省略 

32 関   徳 治 省略 林 田 和 也 省略 

保 津 33 廣 瀨 文 章 省略 山 口 福 子 省略 

東本梅 
35 山 口 真 弘 省略 井 内 康 博 省略 

36 中 西   顯 省略 川 内 悌 二 省略 

篠 37 木 村 憲 文 省略 柳 谷 政 人 省略 

篠・東つつじ 38 中   龍 雄 省略 上 園 千 佳 省略 

西つつじ 39 永 光   寛 省略 大西平四郎成人 省略 

亀 岡 40 芳 野 重 德 省略 太 田 健一郎 省略 

篠 41 山 本   巖 省略 宮 本 かおり 省略 

南つつじ 42 山 下 雅 一 省略 名 倉 真 也 省略 

東別院 43 濱 井 一 夫 省略 鈴 木 翔 也 省略 

篠 44 藤 田 重 和 省略 木 村 公 一 省略 

「掲示済」 
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 亀岡市選挙管理委員会告示第１６号 

 

 平成３１年１月２７日執行の亀岡市議会議員

一般選挙における選挙会の場所及び日時を次の

ように定める。 

 

   平成３１年１月２０日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

１ 場 所  ガレリアかめおか 

       亀岡市余部町宝久保１番地１ 

 

２ 日 時  平成３１年１月２７日 

       午後９時１０分 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第１７号 

 

 平成３１年１月２７日執行の亀岡市議会議員

一般選挙における開票事務は、選挙会場におい

て選挙会事務に合わせて行う。 

 

   平成３１年１月２０日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

「掲示済」 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第１８号 

 

 平成３１年１月２７日執行の亀岡市議会議員

一般選挙における選挙公報掲載申請の期限は、

平成３１年１月２０日とする。 

 

   平成３１年１月２０日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第１９号 

 

 平成３１年１月２７日執行の亀岡市議会議員

一般選挙における選挙公報の掲載順序を定める

くじを行う場所及び日時は、次のように定める。 

 

   平成３１年１月２０日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

１ 場 所  亀岡市安町野々神８番地 

       亀岡市役所 

 

２ 日 時  平成３１年１月２０日 

       午後５時 

 

「掲示済」 
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 亀岡市選挙管理委員会告示第２０号 

 

 平成３１年１月２７日執行の亀岡市議会議員

一般選挙における投票記載所の氏名掲示の掲載

順序を定めるくじを行う場所及び日時を次のよ

うに定める。 

 

   平成３１年１月２０日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

１ 場 所  亀岡市安町野々神８番地 

       亀岡市役所 

 

２ 日 時  平成３１年１月２０日 

       午後５時３０分 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第２１号 

 

 平成３１年１月２７日執行の亀岡市議会議員

一般選挙における選挙立会人を定めるくじを行

う場所及び日時を次のように定める。 

 

   平成３１年１月２０日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

１ 場 所  亀岡市安町野々神８番地 

       亀岡市役所 

 

２ 日 時  平成３１年１月２４日 

       午後５時 

「掲示済」 
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 亀岡市選挙管理委員会告示第２２号 

 

 平成３１年１月２７日執行の亀岡市議会議員一般選挙における投票管理者を次のとおり変更した。 

 

   平成３１年１月２５日 

 

                      亀岡市選挙管理委員会委員長 岡野宗忠 

 

選 挙 区 
変  更  後 変  更  前 

住  所 氏 名 住  所 氏 名 

第３投票区 省略 冨 堂 政 治 省略 江 見 博 好 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第２３号 

 

 平成３１年１月２７日執行の亀岡市議会議員一般選挙における投票管理者を次のとおり変更した。 

 

   平成３１年１月２６日 

 

                      亀岡市選挙管理委員会委員長 岡野宗忠 

 

選 挙 区 
変  更  後 変  更  前 

住  所 氏 名 住  所 氏 名 

第１７投票区 省略 森     裕 省略 森   幸 雄 

 

「掲示済」 
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 亀岡市選挙管理委員会告示第２４号 

 

 平成３１年１月２７日執行の亀岡市議会議員

一般選挙の選挙会の日時を次のように変更する。 

 

   平成３１年１月２７日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

選挙会日時  平成３１年１月２７日 

       午後９時００分 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第２５号 

 

 平成３１年１月２７日執行の亀岡市議会議員

一般選挙において、当選した当選人の住所及び

氏名は、次のとおりである。 

 

   平成３１年１月２８日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

住       所 氏  名 

省略 岩   熾 昷 

省略 齊 藤 一 義 

省略 木 村   勲 

省略 三 上   泉 

省略 小 川 克 己 

省略 山 本 由美子 

省略 菱 田 光 紀 

省略 冨 谷 加都子 

省略 藤 本   弘 

 

省略 大 塚 建 彦 

省略 石 野 善 司 

省略 浅 田 晴 彦 

省略 並 河 愛 子 

省略 福 井 英 昭 

省略 西 口 純 生 

省略 奥 野 正 三 

省略 木 曽 利  

省略 三 宅 一 宏 

省略 松 山 雅 行 

省略 長 澤   満 

省略 田 中   豊 

省略 小 松 康 之 

省略 平 本 英 久 

省略 竹 田 幸 生 

 

「掲示済」 
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第８８９号平成３１年２月１５日発行 

農業委員会欄 
 

 

 

公 告 
 

 亀岡市農業委員会公告第１号 

 

 第８１回亀岡市農業委員会総会を下記のとお

り公告する。 

 

   平成３１年１月７日 

 

          亀岡市農業委員会 

            会長 酒井省五 

 

記 

 

１ 日 時 

   平成３１年１月１０日（木） 

   午後１時３０分から 

２ 場 所 

   亀岡市役所 ３階 

   ３０２・３０３会議室 

３ 議 題 

・第１号議案 農地法第１８条第６項の規定

による通知の承認について 

・第２号議案 農地法第３条の規定による許

可申請に係る許可について 

・第３号議案 農地法第５条の規定による許

可申請に係る意見について 

・第４号議案 亀岡市空き家バンクに登録さ

れた空き家に付随する農地の

別段面積に関する規程（案）

について 

 

「掲示済」 

 亀岡市農業委員会公告第２号 

 

 第８２回亀岡市農業委員会総会を下記のとお

り公告する。 

 

   平成３１年１月３１日 

 

          亀岡市農業委員会 

            会長 酒井省五 

 

記 

 

１ 日 時 

   平成３１年２月５日（火） 

   午後１時３０分から 

２ 場 所 

   亀岡市役所 ３階 

   ３０２・３０３会議室 

３ 議 題 

・第１号議案 農地法第１８条第６項の規定

による通知の承認について 

・第２号議案 農地法第３条の規定による許

可申請に係る許可について 

・第３号議案 生産緑地に係る農業の主たる

従事者についての証明願につ

いて 

・第４号議案 農地法第５条の規定による許

可申請に係る意見について 

・第５号議案 亀岡市空き家バンクに登録さ

れた空き家に付随する農地の

別段面積に関する規程（案）

について 

・第６号議案 平成３１年３月農用地利用集

積計画（農地中間管理機構） 

 

「掲示済」 
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上下水道部欄 
 

公 告 
 

 亀岡市上下水道部公告第１号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

６３条第２項において準用する同法第６２条第

１項の規定による南丹都市計画下水道事業の変

更認可の告示（平成３０年亀岡市告示第２４０

号）があったので、同法第６６条の規定により

事業の施行について、次のとおり公告する。 

 なお、同法第６７条の規定により、公告の日

の翌日から起算して１０日を経過した後に事業

地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者

は、当該土地建物等、その予定対価の額及び当

該建物等を譲り渡そうとする相手方その他同法

施行規則第５５条で定める事項を書面で施行者

に届け出なければならない。 

 

   平成３１年１月２９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 施行者の名称 

   亀岡市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

 ⑴ 種類 

    南丹都市計画下水道事業 

 ⑵ 名称 

    亀岡市公共下水道 

３ 事務所の所在地 

   亀岡市北古世町１丁目２番５号 

   亀岡市上下水道部下水道課 

４ 事業施行期間 

   昭和４９年１２月２４日から 

   平成３３年３月３１日まで 

５ 事業地 

 ⑴ 収用の部分 

   変更なし 

 ⑵ 使用の部分 

 昭和４９年京都府告示第７５８号、昭和

５５年京都府告示第２３９号、昭和５６年

京都府告示第６３７号、昭和５８年京都府

告示第４３９号、昭和６１年京都府告示第

４２０号、昭和６２年京都府告示第２９１

号、平成元年京都府告示第４１６号、平成

５年京都府告示第５２号、平成８年京都府

告示第７２６号、平成１３年京都府告示第

２０３号、平成１７年京都府告示第５８１

号、平成２４年亀岡市告示第２４号及び平

成２７年亀岡市告示第１７２号の事業地に

亀岡市篠町篠洗川、向谷を変更し、下長尾、

上西山を追加する。 

 

「掲示済」 
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